
　　　　　　　　　令和3年度

二輪車交通事故防止強化月間

　　　　　　横浜市実施要綱

　多縄写る二輪車②交通摩故竈防止する陪働、二楕遅転者◎一竈高働る迎働を市民
繕ぐる寄で脚開オるεε壱に、●喧康（■輪を含む）追款釦■を■嘘しτ●喧康へ◎加∧防止

ε薩脱の促遊を囲‘陸冑。

　　　　　　　　　　　　　　　⌒

令和3年6月1日（火）～6月30日（水）の1か月間

運転にゆとり　やさしさ　思いやり
暴走は　しない　させない　ゆるさない！

　　　　　　　唖
　　　1　二輪車の交通事故防止

　　　2　暴走族の追放

◆◇◆令和2年中二●車■係事故発生状況（区圃）◆◇◆
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横浜市交通安全対策協議会



1．「運動の重点」に基づき、地域等の実態に即した各種交通安全活動を積極的に推進します。

2．関係機関・団体の職員等に、暴走族追放条例・基本指針及びこの運動について周知を図ります。

1，地域ぐるみで暴走族追放のための気運が醸成されるよう各種施策を推進します。

2．幅広い年齢層を対象に交通安全のための各種イベントを開催して、暴走族追放及び二輪車事

故防止気運を盛り上げます。

魎
1．重大事故に直結する悪質性、危険性及び迷惑性の高い違反の指導取締りを強化します。

2．二輪車指定路線に白バイを集中投入し、街頭活動を強化します。

3．二輪車を通勤や業務で使用する事業所等に対する二輪車安全運転講習を積極的に推進します。

4．二輪車用プロテクターやエアバッグジャケットなどの着用を促進するための広報啓発を推進します。

5．暴走族の取締りを強化するとともに、暴走族相談員による加入防止・離脱促進や少年相談員等に

よる立直り支援など関係機関・団体と連携し、暴走族追放のための施策を強力に推進します。

6．交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。

1．暴走族・二輪車の無謀運転追放のキャンペーンなどを実施し、地域住民に対する交通安全意識

と暴走族追放気運の高揚を図ります。

2．地域における暴走族への加入防止や追放の取組みを推進します。

3，二輪車安全運転講習などの交通安全教育の場への積極的な参加を呼びかけます。

1．二輪車安全運転講習会など交通安全教育の場へ積極的に参加しましょう。

2．家庭における交通安全の話し合いを奨励し、「交通安全ひとこえ運動」を推進しましょう。

3．暴走族は、なぜいけないのか、迷惑で危険なのかなどを家族で話し合いましょう。

4．地域で暴走族追放大会等を実施して、暴走族追放の気運を高め、暴走族を許さない環境づくりを

しましょう

1．暴走族の反社会性や暴走の危険、迷惑性などにっいて指導するとともに、「暴走族に入らない」、

「見に行かない」など具体的な指導を行います。

2．みんなの交通安全教育推進運動『スタートかながわ』の理念を踏まえ、交通社会の一員として思い

やりと責任ある行動がとれるよう、教育活動全体を通して交通安全教育を推進します。

　路管理音・錐道亭猿
1．二輪車事故を防止するための交通安全施設などの整備を図ります。

2．道路情報板、駅広報、車内広報等を活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。


